
第
二

種
特

定
鳥

獣
管

理
計

画
（

案
）

に
係

る
パ

ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

の
回

答
（

案
）

 

 パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
概
要
 

1
.意

見
募

集
期

間
 

 
平

成
2
9
年

1
月

1
7
日

（
火

）
か

ら
2
月

1
5
日

（
水

）
ま

で
 

2
.実

施
結

果
 

ア
 

意
見
提
出
者
数
 

2
名
（
フ
ァ
ッ
ク
ス
2
名
）
 

（
個

人
2
名

）
（

県
内

2
名

）
 

イ
 

延
べ
意
見
数
 

 
4
件
 

第
二

種
特

定
鳥

獣
管

理
計

画
（

案
）
に

対
す

る
意

見
 

N
o.
 

計
画
 

意
見

の
概

要
 

回
答

（
案

）
 

区
分
 

1
 

イ
ノ

シ
シ

、
 

ニ
ホ

ン
ジ

カ
 

イ
ノ

シ
シ

や
ニ

ホ
ン

ジ
カ

の
増

加
に
伴

い
、
ヤ
マ

ビ
ル

が
耕

作

地
で

増
加

し
苦

慮
し

て
い

る
。

防
護
柵

の
設

置
や
捕
獲

の
徹

底
が

必
要

で
あ

り
、

県
が

主
体

と
な

っ
て
取

り
組

ん
で
欲
し

い
。

 

P
1
6
,
1
7 

 
「

農
林

地
対

策
」

の
記

載
の

通
り
、

ヤ
マ

ビ
ル

を
運
ぶ
イ

ノ

シ
シ

に
対

し
て

電
気

柵
や

ワ
イ

ヤ
ー
メ

ッ
シ

ュ
等

の
防
止
柵

を

設
置

し
、

地
域

ぐ
る

み
で

設
置

か
ら
管

理
に

至
る

ま
で
取
り

組

む
こ

と
が

重
要

と
考

え
ま

す
。

 

③
 

2
 

イ
ノ

シ
シ
 

電
気

柵
の

設
置

に
つ

い
て

目
標

値
を
設

定
す
べ
き

で
あ

る
。

例

え
ば

、
農

地
面

積
の

○
％

、
総

延
長
○

k
m等

と
す
る
こ

と
で

対
策

が
前

進
す

る
と

期
待

す
る

。
 

個
別

対
策

の
目

標
値

は
、

毎
年

度
、
各

市
町

村
が

策
定
す
る

実
施

計
画

に
お

い
て

、
実

情
に

応
じ
て

設
定

す
る

こ
と
と
し

て

い
ま

す
。
 

③
 

3
 

イ
ノ

シ
シ
 

森
林

環
境

の
改

善
に

つ
い

て
目

標
値
を

設
定
す
べ

き
で

あ
る

。
 

 
個

別
対

策
の

目
標

値
は

、
毎

年
度
、

各
市

町
村

が
策

定
す

る

実
施

計
画

に
お

い
て

、
実

情
に

応
じ
て

設
定

す
る

こ
と
と
し

て

い
ま

す
。
 

③
 

4
 

イ
ノ

シ
シ
 

誘
因

物
の

除
去

に
つ

い
て

、
農

業
従
事

者
に
は
伝

わ
っ

て
い

る

か
も

し
れ

な
い

が
、

そ
の

他
の

地
域
住

民
に

は
十
分
伝

わ
っ

て
い

な
い

と
考

え
ら

れ
る

た
め

市
町

を
通
じ

て
広

く
伝
達
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。
 

ま
た

、
所

有
者

不
明

の
土

地
に

投
棄
さ

れ
た
誘
因

物
（

生
ご

み

等
）

は
自

治
体

が
積

極
的

に
処

分
す
べ

き
で

あ
り
、
そ

の
た

め
の

方
策

を
盛

込
む

必
要

が
あ

る
。

 

鳥
獣

害
対

策
と

し
て

、
誘

因
物

の
除
去

等
に

つ
い

て
は
県
、

市
町

村
と

も
に

会
議

等
を

通
じ

て
引
き

続
き

広
報

を
行
っ
て

い

き
ま

す
。
 

所
有

者
不

明
の

土
地

に
投

棄
さ

れ
た
誘

因
物

（
生

ご
み
）
へ

の
対

応
は

、
個

別
の

状
況

に
応

じ
て
対

応
を

検
討

し
ま
す
。

 

③
 

※
区

分
：

①
意

見
に

従
っ

て
計

画
（
案

）
を

修
す

る
も

の
、

②
事
業

の
実

施
段
階
で

対
応

す
る
も

の
、

③
意

見
に

対
す

る
県
の

方
針

を
示

し
た

も
の

 

④
計

画
（

案
）

へ
の

反
映

が
困

難
と
考

え
ら

れ
る

も
の

、
⑤

計
画
（
案
）

に
記

載
の

あ
る

も
の
 

資料2－2 


